
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

五

改
正
後
欄六


建
築
物

認
定
畜
舎
等

〃

改
正
前
欄〃

令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

沖
縄
県
中
頭
郡
嘉
手
納
町
字
屋
良
七
一
九
番
地
一

合
資
会
社
嘉
手
納
ブ
ロ
ッ
ク
工
業

代
表
社
員

新
城

政
則

効
力
発
生
日
変
更
公
告

左
記
会
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
四
日
予
定
の
吸
収
分

割
の
効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
十
二
月
十
日
に
変
更
い
た

し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

西
山

泰
央

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
四
丁
目
二
番
一
一
号
ア

ビ
ス
タ
市
ヶ
谷
ビ
ル
二
階
Ｃ

（
乙
）
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｃ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鉢
嶺

登

効
力
発
生
日
変
更
公
告

左
記
会
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
四
日
予
定
の
吸
収
分

割
の
効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
十
二
月
十
日
に
変
更
い
た

し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

西
山

泰
央

東
京
都
渋
谷
区
広
尾
四
丁
目
一
番
三
一

一
〇
〇

七
号

（
乙
）
株
式
会
社
タ
イ
ム
・
ア
ン
ド
・
ス
ペ
ー
ス

代
表
取
締
役

野
内

敦

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
二
百
万
円
減
少
し
、
八

百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

愛
媛
県
伊
予
郡
松
前
町
大
字
大
間
四
一
一
番
地
一

有
限
会
社
松
前
園
芸

代
表
取
締
役

大
政

一
郎

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
十
三
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
募
集
株
式
の
発
行
（
以
下
「
本
増
資
」
と
い
う
。）に
よ

り
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
が
各
一
億
四
千
九
百
八

十
二
万
六
千
六
百
円
ず
つ
増
加
す
る
こ
と
を
停
止
条
件
と

し
て
、
本
増
資
に
よ
り
増
加
し
た
資
本
金
及
び
資
本
準
備

金
の
額
の
全
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日

掲
載
頁

二
〇
七
頁
（
号
外
第
二
一
五
号
）

令
和
七
年
十
二
月
三
日

富
山
市
三
番
町
三
番
一
〇
号

富
山
め
ぐ
み
製
薬
株
式
会
社

代
表
取
締
役

笹
山

敬
輔

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
〇
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
四
〇
、
〇
〇
〇
株
と
す
る
株

式
分
割
に
よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
二
番
一
号
新
大

手
町
ビ
ル
七
階

Ｗ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
Ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

孝
信

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

千
葉
県
船
橋
市
前
原
西
一
丁
目
二
五
番
一
五
号

株
式
会
社
レ
ン
タ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

松
岡
め
ぐ
み

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

京
都
市
下
京
区
西
洞
院
通
五
条
下
ル
小
柳
町
五
〇

六
番
地
一

協
友
株
式
会
社

代
表
取
締
役

友
久

新
一

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
（
号
外
第
二
百
三
十
九
号
）

公
布
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号
（
畜
舎
等
の

建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日
（
号
外
第
九
十
六
号
）
国
土
交

通
省
告
示
第
三
百
四
十
八
号
（
屋
久
島
空
港
の
施
設
の
変

更
を
許
可
し
た
件
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百

四
十
八
号
は
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
九
号
と
す

る
。令

和
七
年
四
月
三
十
日
（
号
外
第
九
十
六
号
）
国
土
交

通
省
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び

車
両
番
号
標
の
塗
色
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

件
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百

四
十
九
号
は
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
八
号
と
し
、

そ
の
他
告
示
欄
か
ら
法
規
的
告
示
欄
に
移
動
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
三

号
（
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
車
両
番
号
標
の
塗
色
を
定

め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
そ
の
他
告
示
欄
か
ら
法
規

的
告
示
欄
に
移
動
す
る
。

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
千
七
百
七
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

尚
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要

旨
は
、
令
和
七
年
四
月
十
八
日
付
官
報
の
号
外
第
八
十
八

号
六
十
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
三
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｊ
Ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠


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